
教育委員会定例会日程 

 

令和３年（2021 年）３月 26 日 

１ 開 会 

２ 前回会議録の承認 

３ 会議録署名委員の決定 

４ 報告事項  

（１）新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について（その６）  

(資料１ 教育部・文化部） 

（２）史跡小田原城跡保存活用計画の答申について         （資料２ 文化財課） 

５ 議事  

  日程第１ 

   議案第１０号 

    史跡小田原城跡調査・整備委員会委員の委嘱について        （文化財課） 

  日程第２  

   議案第１１号  

    小田原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を改正する規    

    則                              （教育総務課） 

日程第３  

   議案第１２号  

    小田原市立小学校及び中学校の施設開放に関する規則の一部を改正する規則    

                                                                （学校安全課） 

  日程第４  

   議案第１３号  

    小田原市立学校職員の業務量の管理に関する規則         （教育指導課） 

  日程第５  

   議案第１４号  

    小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則  

（教育指導課） 

６ 協議事項  

（１）小田原市立幼稚園の園児数減少への対応指針の策定について  （資料３ 教育指導課） 

７ その他  

  令和２年度教育委員会事務の点検・評価後の状況について【資料配布のみ】  

（資料４ 教育総務課） 

８ 閉 会 
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について（その６） 

（令和３年３月 26日時点） 

 

１ 令和３年３月５日時点の状況 

(1) 令和３年３月５日付けで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、首都圏１

都３県を対象区域とする国の緊急事態宣言が、同年３月 21日まで延長されました。本市

においては引き続き環境衛生、健康管理等に配慮しながら教育活動を継続することとし

ました。 

(2) 教育活動継続に伴う取扱い 

  ・生活面   学校（園）宛てに引き続きの環境衛生、健康管理等の徹底を依頼 

  ・令和３年度市立小学校修学旅行 春季に全校一団による日光方面の実施は難しいこ 

とから、秋季をめどに学校ごとに行き先、日程を検討して実施 

 (3) その他の措置 

・学校施設開放  ３月 21日（日）まで一時中止 

 
２ 施設（令和３年３月５日現在） 

施設名称 対応状況 

小田原文学館、白秋童謡館 ３月 21日（日）まで休館 

郷土文化館 ３月 21日（日）まで休館 

松永記念館 庭園・駐車場整備工事のため６月末まで休館 

尊徳記念館 ３月 21日（日）まで休館 

清閑亭 ３月 21日（日）まで休館 

旧松本剛吉別邸、皆春荘 施設整備のため休館 

小田原駅東口図書館 
閲覧席の撤去、テラス閉鎖、１月 12日（火）

から平日の開館時間を 19時までに変更 

中央図書館（かもめ） 
令和３年３月 23 日（火）まで、工事のため

休館 ※休館中も予約本の貸出実施。 

マロニエ図書室、いずみ図書コーナー、 

こゆるぎ図書コーナー、けやき図書室、 

国府津学習館図書室、尊徳記念館図書室 

閲覧席は利用不可 

生涯学習センターけやき ３月 21日（日）まで休館 

生涯学習センター国府津学習館 ３月 21日（日）まで休館 

 
３ イベント 

イベント名 日程 対応 担当 

別堀遺跡群 遺跡見学会 ３月 13日(土) 中止 文化財課 

内野邸特別見学会 ３月 13日(土) 中止 生涯学習課 

 

４ 令和３年３月 22日時点の状況 

(1) ３月 21日（日）をもって国の緊急事態宣言が解除されました。各学校（園）に対して、年

度末及び新年度に向けて改めて感染症対策の再確認と徹底を依頼しました。 

資料１  













議案第１０号 

史跡小田原城跡調査・整備委員会委員の委嘱について 

史跡小田原城跡調査・整備委員会委員の委嘱について、議決を求める。 

 

令和 ３ 年 ３ 月２６日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 下 正祐 
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史跡小田原城跡調査・整備委員会委員候補者名簿  

 

（任期 令和３年４月１日～令和５年３月３１日） 

氏 名  職 業 等  専 門  新・再  

小和田
お わ だ

 哲男
て つ お

  大学名誉教授  中   世  再任  

小笠原
お が さ わ ら

 清
きよし

 報徳博物館館長  城   郭  再任  

浅倉
あさくら

 直美
な お み

  埼玉県文化財保護審議会委員  中 世  再任  

岡本
おかもと

 孝之
たかゆき

 神奈川県考古学協会会長  考古学  再任  

小沢
お ざ わ

 朝
あさ

江
え

  大学教授  建築史  再任  

小出
こ い で

 和郎
か ず お

 
株式会社都市環境研究所  

代表取締役所長  
都市工学  再任  

田中
た な か

 哲雄
て つ お

 
 日本城郭研究センター名誉館

長  
造 園  再任  

宮内
みやうち

 泰之
やすゆき

 大学准教授  造   園  再任  

伊藤
い と う

 正義
まさよし

 元大学教授  考古学  再任  

佐藤
さ と う

 正知
まさとも

 
島田宿大井川川越遺跡  

整備委員会委員  
史 跡  再任  

杉本
すぎもと

 史子
ふ み こ

  大学教授  近 世  再任  

 

 

 



議案第１１号 

小田原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を改正

する規則について 

小田原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を改正する

規則について、議決を求める。 

 

令和 ３ 年 ３ 月２６日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 下 正祐  
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小田原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を改正

する規則 

小田原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則（平成１０年小田原市

教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条教育部教育総務課の事務分掌中(21)を(24)とし、(17)から(20)までを３ず

つ繰り下げ、(16)を(17)とし、(17)の次に次のように加える。 

   (18) 園児の入園及び退園に関すること。 

   (19) 私立幼稚園との連絡調整に関すること。 

 第３条教育部教育総務課の事務分掌中(15)を(16)とし、(6)から(14)までを１ずつ 

繰り下げ、(5)の次に次のように加える。 

(6) 幼稚園長及び幼稚園教諭の服務の監督に関すること。 

第３条教育部教育指導課の事務分掌中(9)を削り、(10)を(9)とし、(11)から(13)まで

を１ずつ繰り上げ、(14)を削り、(15)を(13)とし、(16)を(14)とし、(17)を削り、(18)

を(15)とし、(19)を(16)とする。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案説明資料 

小田原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

 ［改正理由］ 

   幼稚園に関する事務を教育指導課から教育総務課へ移管するため改正する。 

 ［内  容］ 

   次の事務を教育指導課から教育総務課に移管することとする。（第３条関係） 

  (1) 幼稚園長及び幼稚園教諭の服務の監督に関すること。 

  (2) 園児の入園及び退園に関すること。 

  (3) 私立幼稚園との連絡調整に関すること。 

 ［適  用］ 

   令和 ３ 年 ４ 月 １ 日 
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参 考 

小田原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

新旧対照条文 

 

○小田原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則（平成１０年小田原市教育委員会

規則第１号）（抄） 

 

改  正  後 改  正  前 

（事務分掌） （事務分掌） 

第３条 前条に規定する課等の事務分掌は、次

のとおりとする。 

第３条 前条に規定する課等の事務分掌は、次

のとおりとする。 

教育部 教育部 

教育総務課 教育総務課 

   (1)～(5) （略）    (1)～(5) （略） 

(6) 幼稚園長及び幼稚園教諭の服務の監

督に関すること。 

 

   (7) （略）    (6) （略） 

   (8) （略）    (7) （略） 

   (9) （略）    (8) （略） 

   (10) （略）    (9) （略） 

   (11) （略）    (10) （略） 

   (12) （略）    (11) （略） 

   (13) （略）    (12) （略） 

   (14) （略）    (13) （略） 

   (15)  （略）    (14) （略） 

   (16) （略）    (15) （略） 

   (17) （略）    (16) （略） 
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(18) 園児の入園及び退園に関するこ

と。 

 

(19) 私立幼稚園との連絡調整に関する

こと。 

 

   (20) （略）    (17) （略） 

   (21) （略）    (18) （略） 

   (22) （略）    (19) （略） 

   (23) （略）    (20) （略） 

   (24) （略）    (21) （略） 

  （略）   （略） 

  教育指導課   教育指導課 

   (1)～(8) （略）    (1)～(8) （略） 

       (9) 幼稚園長、幼稚園教諭の服務の監督

に関すること。 

   (9) （略）    (10) （略） 

   (10) （略）    (11) （略） 

   (11) （略）    (12) （略） 

   (12) （略）    (13) （略） 

    (14) 園児の入園及び退園に関するこ

と。  

   (13) （略）    (15) （略） 

   (14) （略）    (16) （略） 

    (17) 私立幼稚園との連絡調整に関する

こと。 

   (15) （略） (18) （略） 

   (16) （略） (19) （略） 
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議案第１２号 

小田原市立小学校及び中学校の施設開放に関する規則の一部を改正する規則

について 

小田原市立小学校及び中学校の施設開放に関する規則の一部を改正する規則につ

いて、議決を求める。 

 

令和 ３ 年 ３ 月２６日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 下 正祐  
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小田原市立小学校及び中学校の施設開放に関する規則の一部を改正する規則 

小田原市立小学校及び中学校の施設開放に関する規則（昭和４９年小田原市教育委員

会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号及び様式第４号中 

「 
会 員 数 男      人、女      人、計      人 

 

」 
を 

 
「 

会 員 数  
 

」 
に 

改める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案説明資料 

小田原市立小学校及び中学校の施設開放に関する規則の一部を改正する規則 

 ［改正理由］ 

  学校施設開放利用団体登録に係る様式における性別の記載を廃止するため改正す

る。 

［内  容］ 

  学校施設開放利用団体登録申請書及び学校施設開放利用団体登録通知書の様式に

ついて、会員数の男女の内訳を削除することとする。（様式第１号及び様式第４号

関係） 

［適  用］ 

令和 ３ 年 ４ 月 １ 日 
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参 考 

小田原市立小学校及び中学校の施設開放に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照条

文 

 

○小田原市立小学校及び中学校の施設開放に関する規則（昭和４９年小田原市教育委員会規則第６

号）（抄） 

 

改  正  後 改  正  前 

様式第１号（第７条関係） 様式第１号（第７条関係） 
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様式第４号（第７条関係） 様式第４号（第７条関係） 

 
 

 



議案第１３号 

小田原市立学校職員の業務量の管理に関する規則について 

小田原市立学校職員の業務量の管理に関する規則について、議決を求める。 

 

令和 ３ 年 ３ 月２６日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 下 正祐  
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小田原市立学校職員の業務量の管理に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、市立学校の教育職員（公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与

等に関する特別措置法（昭和４６年法律第７７号。以下「給特法」という。）第２条

第２項に規定する教育職員をいう。以下同じ。）の業務量の適切な管理に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（在校等時間の適切な管理） 

第２条 小田原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、市立学校の教育職員

の在校等時間（公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監

督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関す

る指針（令和２年文部科学省告示第１号）第３(1)に規定する在校等時間をいう。以

下同じ。）から所定の勤務時間（給特法第６条第３項各号に掲げる日（代休日が指定

された日を除く。）以外の日における同条第１項に規定する正規の勤務時間をいう。

以下同じ。）を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、市立学校の教育職

員の業務量の適切な管理を行うものとする。 

(1) １月において４５時間 

(2) １年において３６０時間 

２ 教育委員会は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、市立学

校の教育職員が臨時的に前項各号に掲げる時間を超えて業務を行う必要がある場合に

は、前項の規定にかかわらず、市立学校の教育職員の在校等時間から所定の勤務時間

を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、市立学校の教育職員の

業務量の適切な管理を行うものとする。 

 (1) １月において１００時間未満 

 (2) １年において７２０時間 

 (3) １月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１月、２月、３月、４月及び５

月の期間を加えたそれぞれの期間において１月当たりの平均時間について８０時間 

 (4) １年のうち１月において４５時間を超えて業務を行う月数について６月 

附 則 

（施行期日） 
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１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和３年８月３１日までの間における第２条第２項第３号の規定の適用については、

同号中「５月の期間」とあるのは、「５月の期間（令和３年４月１日以後の期間に限

る。）」とする。 
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議案説明資料 

小田原市立学校職員の業務量の管理に関する規則 

 ［制定理由］ 

   公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法に基づく教育職

員の業務量の適切な管理等に関する指針が策定され、教育職員の在校等時間の上限

等を教育委員会規則で定めることとされたことに伴い、これに応じた措置を講ずる

ため制定する。 

 ［内  容］ 

   教育委員会は、市立学校の教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時 

間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、市立学校の教育職員の業務量の 

適切な管理を行うこととする。（第２条関係） 

  (1) 通常の場合 

   ア １か月につき４５時間 

   イ １年につき３６０時間 

  (2) 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が臨時的 

に(1)に掲げる時間を超えて業務を行う必要がある場合 

  ア １か月につき１００時間未満 

   イ １年につき７２０時間 

   ウ 直近の２か月、３か月、４か月、５か月及び６か月の各期間につき、月平均 

８０時間 

   エ １年のうち４５時間を超えて業務を行う月数が６月以内 

 ［適  用］ 

   令和 ３ 年 ４ 月 １ 日 



議案第１４号 

小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則につい

て 

小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則について、

議決を求める。 

 

令和 ３ 年 ３ 月２６日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 下 正祐  
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小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則 

小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則（平成２７年小田原市教育委員会規則

第１４号）の一部を次のように改正する。 

別表に次のように加える。 

小田原市立城山中学校 城山中学校学校運営協議会 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案説明資料 

小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則 

 ［改正理由］ 

   小田原市立城山中学校に学校運営協議会を設置するため改正する。 

 ［内  容］ 

   小田原市立城山中学校に城山中学校学校運営協議会を設置することとする。（別

表関係） 

 ［適  用］ 

   令和 ３ 年 ４ 月 １ 日 
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参 考 

小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照条文 

 

○小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則（平成２７年小田原市教育委員会規則第１４号）

（抄） 

 

改  正  後 改  正  前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

学校名 協議会の名称 

（略） 

小田原市立富士見小

学校 

富士見小学校学校運

営協議会 

小田原市立城山中学

校 

城山中学校学校運営

協議会 
 

学校名 協議会の名称 

（略） 

小田原市立富士見小

学校 

富士見小学校学校運

営協議会 
 

 





 

 

小田原市立幼稚園の園児数減少への対応指針の策定について 
 

 

 

１ 指針項目（案） 

（１）園児数減少のため、具体的対策が必要な園の規模について 

（２）（１）の状況となった園の具体的対策について 

（３）１学年の最低園児数について 

（４）（３）の状況となった園の具体的対策について 

（５）その他補足事項等 

 

（１）園児数減少のため、具体的対策が必要な園の規模について 

・具体的対策に着手する園の規模について示す。 

→事務局（案）：総園児数が 30人以下となった場合 

 

 

（２）（１）の状況となった園の具体的対策について 

 ・幼稚園の統合・廃止等の抜本的な対策の地域合意に向けた事務を示す。 

  →事務局（案）：保護者ほか地域住民と幼稚園のあり方にかかる話し合いの開始 

 ・日々の幼児園において、集団規模を確保する対策を示す。 

  →事務局（案）：異学年の保育・複式学級の実施・近隣園との合同事業の実施 

 

 

（３）１学年の最低園児数について 

・幼稚園教育の最低規模の園児数について示す。 

→事務局（案）：１学年の園児の最低人数は 10人 

 

 

（４）（３）を下回る状況となった園の具体的対策について 

 ・幼稚園の統合・廃止等の抜本的な対策を示す。 

  →事務局（案）：翌年度以降の入園児の募集の停止 

 

 

（５）その他補足事項等 

 ・補足事項があれば示す。 

   →事務局（案）：既に最低園児数を下回っている園の対応 

資料３  
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小田原市立幼稚園の園児数減少への対応指針の策定にかかる参考資料 
 

１ 市立幼稚園の現状（令和３年２月 22日 厚生文教常任委員会報告資料） 

 

小田原市立幼稚園の園児数減少への対応について 
 

 公立幼稚園のあり方については、これまで「今後の公立幼稚園のあり方に関する基本方針

（平成 28 年 3 月）」、「小田原市公立幼稚園・保育所の今後のあり方（平成 31 年 3 月）」を策

定したほか、現在は、橘地域における認定こども園整備を検討しているところである。 

公立幼稚園の園児数の減少は著しく、子どもの健やかな育ちに必要な集団規模を確保する

ことが難しい状況にあり、早急な対応が必要となっている。 

 

１ 市立幼稚園の園児数及び学級数 

幼稚園 定員 

平成 27年度（2015年度） 

（5/1現在） 

令和３年度（2021年度） 

（見込み） 
園児数

減少率 
 

(H27年度

→R3年度) 
４歳児 ５歳児 合計 ４歳児 ５歳児 合計 

定員 
充足率 

酒匂幼 210 人 
49 人 55 人 104 人 26 人 23 人 49 人 23％ 53％ 

2 学級 2 学級 4 学級 1 学級 1 学級 2 学級   

東富水幼 140 人 
42 人 52 人 94 人 27 人 24 人 51 人 36％ 46％ 

2 学級 2 学級 4 学級 1 学級 1 学級 2 学級   

前羽幼 70 人 
8 人 13 人 21 人 3 人 7 人 10 人 14％ 52％ 

1 学級 1 学級 2 学級 1 学級 1 学級 2 学級   

下中幼 140 人 
25 人 18 人 43 人 11 人 8 人 19 人 14％ 56％ 

1 学級 1 学級 2 学級 1 学級 1 学級 2 学級   

矢作幼 140 人 
54 人 62 人 116 人 25 人 24 人 49 人 35％ 58％ 

2 学級 2 学級 4 学級 1 学級 1 学級 2 学級   

報徳幼 70 人 
31 人 34 人 65 人 11 人 9 人 20 人 29％ 69％ 

1 学級 1 学級 2 学級 1 学級 1 学級 2 学級   

合 計 770 人 
209 人 234 人 443 人 103 人 95 人 198 人 26％ 55％ 

9 学級 9 学級 18 学級 6 学級 6 学級 12 学級   

         ＊上段：園児数 / 下段：学級数 

 

２ 今後の取組 

  幼児期の教育は、他の園児や様々な環境との関わりによって豊かな感性や協同性といっ

た「生きる力」の基礎を育む大変重要なものであり、適切な環境で教育を行うため令和４

年度（2022年度）の園児募集に向けて、令和３年（2021年）８月頃までに公立幼稚園の園

児数減少への対応について指針を策定する。 
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２ 公立幼稚園のあり方に関するこれまでの教育委員会の考え方 

（１）今後の公立幼稚園のあり方に関する基本方針（平成 28年 3月策定）から 

 ・私立幼稚園への積極的な役割の移譲や私立幼稚園とのバランスに配慮した公立幼稚園

の再編と適正配置を進めていく必要がある。 

 ・公立幼稚園の再編による適正配置を行ううえで幼稚園における望ましい集団教育の確

保の観点から、１学年の学級数は複数学級を基本する、学級定員は 20 人から 30 人程

度を基準とする、とし、園児数の推移を見ながら１園当たりの適切な園児数から再編

の規模を検討する。 

 

（２）小田原市公立幼稚園・保育所の今後のあり方（平成 31年 3月策定）から 

  ・本市の就学前教育・保育の提供は民間施設主導で取り組まれ、公立施設は、その量的・

区域的な不足を補うことを目的に整備されてきた経緯も踏まえ検討する必要がある。 

  ・特に公立幼稚園においては、既存の園の統合・廃止を具体的に進めていく必要がある。 

 

（３）教育委員枚事務の点検・評価の際の教育委員意見 

 （ア）令和２年度（令和元年度事務）点検評価 

   ・選定事業の対象外 

 

（イ）令和元年度（平成 30年度事務）点検評価 

   ・今後、公立幼稚園の統廃合という話もあると思うが、費用がかかっていることなの

で、早く考えた方が良い。 

   ・現在、園児数が少ない園もあると思うが、少人数であることで丁寧に保育できると

いう特色を出すという考え方もある。 

 

（ウ）平成 30年度（平成 29年度事務）点検評価 

・前年度に引き続き、延長保育の拡充が望まれる。認定こども園１園開設予定はあるも

のの、幼稚園児減少、保育園児増加の現状であるので、必要と思う。 

   ・現状における幼稚園での３歳児保育や延長保育の導入に向けた取組が必要。 

   ・延長保育をさらに進める必要がある。 

   ・認定こども園化に向け、教育の質の保障と待機児童の解消等を鑑み、幼稚園型か連

携型かの方向性を出す必要がある。 

   ・公立幼稚園の延長保育ニーズは高く、市内６園中２園のみ延長保育を行う状況は不

公平に感じる。働く母親たちが子供の教育と保育の場を望んでいるのは明らかで、

市内全ての幼稚園を認定こども園へ移行することが望ましい。 
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３ 「少人数の幼児教育」や「幼稚園再編」等に関する他都市等の考え方 

№ 都市名等 考え方 

１ 平成 23年度 

文部科学省 

委託事業 

「幼児集団の形成過程と共同性の育ちに関する研究（社団法人幼児

教育研究会）」 

・「個に応じた援助」を行い、集団の形成過程を大切にし「協同性の

育ち」を培うためには、１学級に３歳児でも 20 人前後、４、５歳

児は 21人以上 30人くらいの集団が適切。 

・教員が望む１学級の園児数は、３歳児は 20 人以下、４歳児、５歳

児は 20人以上、中でも５歳児は 25人以上。 

 

２ 板橋区 区立幼稚園のあり方検討最終報告（H27.2策定） 

・１学級の最低人数を 10人に設定する。 

・最低人数（10人）に達しない場合の運営基準 

 １年目 ２年目 ３年目 

募集 翌年度入園児募集 募集停止  

内容 
4・5歳児運営 

通常募集 

4・5歳児運営 

募集停止 

5歳児運営 

年度末閉園 
 

３ 奈良市 奈良市幼保再編実施計画（H25.7策定） 

・１園あたりの園児総数が 30 人に満たない過小規模の市立幼稚園が

増加している。（参考：奈良市は２年保育） 

 

４ 習志野市 習志野市こども園整備と既存市立幼稚園・保育所の再編計画第３期

計画（R2.3策定） 

・１学年１クラス 30 人を下回る等、本市が目指す集団教育の課題が

生じてきた。 

 

５ 泉大津市 泉大津市就学前施設再編基本計画（R元.5策定） 

・園児募集停止基準 

  ３歳児の入園希望が２年連続 10 人未満でかつ在園予定園児数が

40 人未満となる園は翌年度における募集分から新入園児募集を停

止する。ただし、３歳児の入園希望者が６人未満となった場合は、

当該年度の新入園児募集を停止する。 

・廃園の基準 

  翌年度に在園児数が０人となる園については、翌年度廃園の手続

きを行うことができる。 

 

６ 新潟市 新潟市幼稚園再編実施計画（H30.8策定） 

・教育効果が高まる良好な教育環境を保障するためには、４・５歳児

１学級 20 人、３歳児１学級 10 人を下回らないことが好ましく標

準的な規模と考える。 
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４ 策定スケジュール 

時期 内容 

令和３年２月 22日 【市議会厚生文教常任委員会報告】 

・指針の策定について 

 

令和３年３月 26日 【第１回教育委員会協議】 

・指針の項目及び内容について協議 

 

令和３年４月 【第２回教育委員会協議】 

・指針の項目及び内容について協議 

 

令和３年５月 【第３回教育委員会協議】 

・指針の項目及び内容について協議のうえ、指針（案）を決定 

 

令和３年６月 【市議会厚生文教常任委員会報告】 

・指針（案）について 

 

令和３年７月 【市立幼稚園保護者説明】 

・指針（案）について 

 

令和３年７月 15 日

～８月 13日 

【意見募集（パブリックコメント）】 

・指針（案）について 

 

令和３年８月 【教育委員会議決】 

・指針について 

 

令和３年９月 【市議会厚生文教常任委員会報告】 

・指針について 

 

【指針の周知】 

・市立幼稚園保護者への通知 

・市ホームページ等 

 

 

 




